
 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

大阪府後期高齢者医療保険における令和４年度及び 

        令和５年度の保険料率について 

 

 後期高齢者医療制度における保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律等に

基づき、２年ごとに改定する仕組みとなっており、大阪府後期高齢者医療広域連合

においては、令和４年度及び令和５年度の保険料率について、令和４年２月１４日

(月) 開催の広域連合議会において議決されましたので、情報提供させていただき

ます。 

 

 

１ 令和４年度及び令和５年度の保険料率 

 

   

       

 

 

 

(参考) 

軽減後の一人当たり平均保険料 

今回           : 年額８７，６６４円 

前回（令和元年度算定時）: 年額８８，０４７円 

        増減額：△３８３円/年 

               伸び率：△ ０．４３％ 

 

２ 保険料算定経過 

 

・ 医療給付費の動向に窓口負担の見直し等による影響、診療報酬改定を加味し令

和４年度及び令和５年度に保険者が負担すべき医療費（医療給付費）総額を慎

重に精査して保険料を賦課すべき総額を算定するとともに、令和３年度の財政

収支状況から見込まれる剰余金の１９０億円を充当することで保険料の増加

抑制に努めました。 

 

・また、国の基準が改正されたことに伴い、被保険者の納付意欲への影響や中間

所得層の負担のバランス等を目的として、賦課限度額を現行の６４万円から 

６６万円に改定しました。 

 

 

 

 

 

 改定後 現 行 増減額等 

被保険者均等割額

（年額） 

５４,４６１円 ５４,１１１円 ３５０円  

所得割率 １１．１２％ １０．５２％ ０．６０％ 

賦課(最高)限度額 ６６万円 ６４万円 ２万円 

報 道 提 供 資 料   

令和４年２月１４日 

大阪府後期高齢者医療広域連合  

資格管理課長 

電話：０６－４７９０－２０２８ 

 



 【参考資料】 

○ 後期高齢者医療制度の概要と保険料 

・後期高齢者医療制度は、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢

世代と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、７５歳以上の高齢者等を

対象とする医療制度として、平成２０年４月から施行されました。 

・後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しくご負担いただく「被

保険者均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」で構成され、

被保険者一人ひとりに対して賦課されます。 

・所得の低い方等には、以下の保険料軽減措置が現在適用されています。 

① 被保険者均等割額の軽減措置 

世帯の所得水準に応じ、７割・５割・２割軽減。 

② 会社の健康保険などの被扶養者であった方（元被扶養者）の軽減措置 

所得割額を賦課しない（当面の間）。均等割額は資格取得後２年間 

５割軽減。 

  ・令和４年度以降、団塊の世代が後期高齢者医療制度に加入することで、今後

制度における低年齢層割合の増加が見込まれますが、低年齢層ほど年金収入

平均額が低い傾向があるため、均等割額・所得割率がプラス改定にもかかわ

らず軽減後の一人当たり平均保険料はマイナスとなりました。 

 

 ○ 窓口負担の見直し等に伴う保険料への影響 

・令和４年１０月１日から、一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合

を１割から２割へと変更することを骨子とする改正「高齢者の医療の確保に

関する法律」が施行されます。 

・なお、施行に伴い長期頻回受診患者等への配慮措置として、２割負担への変

更により影響が大きい外来患者について、施行後３年間は１か月あたりの負

担増を最大でも３,０００ 円に抑制する措置が導入されます。 

・本制度改正に伴う保険料への影響としては、自己負担が増えることで保険者

の負担（医療給付費）は逆に減少し保険料賦課総額が減少することから、令

和４年度及び令和５年度の一人当たり平均保険料（年額）について、約４４

０円押し下げる効果がありました。 

 

○ 所得階層別の年間保険料算定例 

  ・別紙のとおり（単身世帯及び夫婦二人世帯、収入は年金のみの場合）。 

・年金収入額の区分は、現行の被保険者均等割額の軽減割合区分の上限等によ

る。 

・上段の表が現行保険料、下段の表が改定後保険料。 

 

○ これまでの保険料率 

  平成 20・21 年度 平成 22・23年度 平成 24・25 年度 平成 26・27 年度 

被保険者均等割額 ４７,４１５円 ４９,０３６円 ５１,８２８円 ５２,６０７円 

所  得  割  率 ８．６８％ ９．３４％ １０．１７％ １０．４１％ 

賦課(最高)限度額 ５０万円 ５０万円 ５５万円 ５７万円 

  平成 28・29年度 平成 30・令和元年度 令和 2・3 年度  

被保険者均等割額 ５１，６４９円 ５１，４９１円 ５４，１１１円 

所  得  割  率 １０．４１％ ９．９０％ １０．５２％ 

賦課(最高)限度額 ５７万円 ６２万円 ６４万円 

 



○ 大阪府後期高齢者医療広域連合 

  ・府内４３市町村で構成 

  ・令和４年１月末の被保険者数：１，１９８，１８７人 

  ・事務所：大阪市中央区常盤町 1 丁目 3 番 8 号 中央大通ＦＮビル８階 



（参考)　年間保険料額

  

(1) 単身世帯（収入は年金のみ）の場合 令和２・３年度

（第７期保険料率策定時）

１５３万円 １６８万円 １９６万５千円 ２２０万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８６万５千円 １１０万円 １９０万円

　単身世帯（収入は年金のみ）の場合 令和４・５年度

（第８期保険料率策定時）

１５３万円 １６８万円 １９６万５千円 ２２０万円 ３００万円

４３万円 ５８万円 ８６万５千円 １１０万円 １９０万円

年　額 １０５円 １，００５円 ２，７８５円 ４，３００円 ９，１７０円

（1月当たり） (９円) (８４円) (２３２円) (３５８円) (７６４円)

２１７，９２５円

４３，５６８円

増加額

５４，４６１円
均等割額　②

保険料総額（円）
１６，３３８円 ３３，０１８円 ７５，６０２円

所得割額　① ０円

１１８，０７２円

１６，６８０円

　　　　　　①＋②

軽減後の被保険者
１６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円

７４，５０４円

被保険者均等割額
７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

の軽減割合

１１３，７７２円 ２０８，７５５円

総所得金額等

４８，３７２円

　被保険者均等割額＝５４，４６１円　　所得割率＝１１．１２％

年金収入額

所得額

基礎控除後の
０円

１６３，４６４円

１５万円 ４３万５千円 ６７万円 １４７万円

７割軽減

※　公的年金等控除額及び基礎控除額は税制改正後ベースで計算

２割軽減
の軽減割合

保険料総額（円）
７２，８１７円

被保険者均等割額
５割軽減

　　　　　　①＋②

軽減後の被保険者
１６，２３３円

１６，２３３円 ３２，０１３円

１６，２３３円 ２７，０５５円

所得額

４３，２８８円 ５４，１１１円
均等割額　②

７０，４８４円１５，７８０円 ４５，７６２円 １５４，６４４円所得割額　① ０円

※　被保険者均等割額の軽減割合は令和３年度の割合

基礎控除後の

　被保険者均等割額＝５４，１１１円　　所得割率＝１０．５２％

６７万円
総所得金額等

年金収入額

４３万５千円 １４７万円０円 １５万円

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除額
(110万円)

基礎控除額
(43万円)

 

 

 



(2) 後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合 令和２・３年度

（第７期保険料率策定時）

●妻の年金収入額７８万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２５万円 ２７２万円 ３００万円

妻 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１５万円 １６２万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７２万円 １１９万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５，７８０円 ７５，７４４円 １２５，１８８円 １５４，６４４円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 １６，２３３円 １６，２３３円 ２７，０５５円 ４３，２８８円 ５４，１１１円

妻 １６，２３３円 １６，２３３円 ２７，０５５円 ４３，２８８円 ５４，１１１円

夫 １６，２３３円 ３２，０１３円 １０２，７９９円 １６８，４７６円 ２０８，７５５円

妻 １６，２３３円 １６，２３３円 ２７，０５５円 ４３，２８８円 ５４，１１１円

合計 ３２，４６６円 ４８，２４６円 １２９，８５４円 ２１１，７６４円 ２６２，８６６円

　後期高齢者夫婦二人世帯（収入は年金のみ）の場合 令和４・５年度

（第８期保険料率策定時）

●妻の年金収入額７８万円は、基礎年金額を例としています。

夫 １５３万円 １６８万円 ２２５万円 ２７２万円 ３００万円

妻 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円 ７８万円

夫 ４３万円 ５８万円 １１５万円 １６２万円 １９０万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １５万円 ７２万円 １１９万円 １４７万円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

夫 ０円 １６，６８０円 ８０，０６４円 １３２，３２８円 １６３，４６４円

妻 ０円 ０円 ０円 ０円 ０円

５割軽減 ２割軽減

夫 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

夫 １６，３３８円 ３３，０１８円 １０７，２９４円 １７５，８９６円 ２１７，９２５円

妻 １６，３３８円 １６，３３８円 ２７，２３０円 ４３，５６８円 ５４，４６１円

合計 ３２，６７６円 ４９，３５６円 １３４，５２４円 ２１９，４６４円 ２７２，３８６円

２１０円 １，１１０円 ４，６７０円 ７，７００円 ９，５２０円

(１８円) (９３円) (３８９円) (６４２円) (７９３円)

７割軽減

総所得金額等

所得割額　①

被保険者均等割額の軽減割合

　被保険者均等割額＝５４，４６１円　　所得割率＝１１．１２％

年金収入額

軽減後の被保険者

年金収入額

所得額

所得額

基礎控除後の

総所得金額等

所得割額　①

被保険者均等割額の軽減割合

軽減後の被保険者

均等割額　②

保険料総額（円）

※　公的年金等控除額及び基礎控除額は税制改正後ベースで計算

７割軽減

※　被保険者均等割額の軽減割合は令和３年度の割合

　被保険者均等割額＝５４，１１１円　　所得割率＝１０．５２％

均等割額　②

　　　　　　①＋②

増加額
年　額

（1月当たり）

基礎控除後の

　　　　　　①＋②

保険料総額（円）

公的年金等控除
額(110万円)

基礎控除額
(43万円)

公的年金等控除
額(110万円)

基礎控除額
(43万円)

 

 


